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重要取組シート 

取組項目 西区こどもの居場所等支援事業 

現状・課題 

○社会情勢の変化に伴い、価値観の多様化、不登校、児童虐待、貧困などこどもを取り巻く

問題が複雑化・複合化する中、こどもと家庭を包括的に支えることが求められている。 

○令和 6 年度から「こども家庭センター」機能を区役所に位置づけ、児童福祉と母子保健の領

域を一体的に相談、支援する取組を開始した。 

○とりわけ学齢期のこどもの相談においては学校との連携が不可欠であり、こどもとその家庭の状

況に応じて福祉分野と教育分野の両面から適切な支援が必要である。 

○令和 7 年 1 月に学齢期のこどもの居場所や学びの場の提供・ノウハウの共有、地域資源の

ネットワーク化を進めることを目的に、学校法人八洲学園高等学校と「こどもの居場所ネット

ワーク推進に関する協定」を締結した。 

取 組 の 

内  容 

○「こどもの居場所研究会」の開催 

・学校法人八洲学園高等学校、西区役所、社会福祉協議会西区事務所等を構成メンバ

ーとした「こどもの居場所研究会」を開催し、区内公共施設等を活用したこどもの居場所のあ

り方など具体的な支援策の企画・立案、支援ノウハウの蓄積を行う。 

○「西区こどもの居場所ネットワーク」の設置 

・区域内でこどもの居場所を運営している団体が参画する「西区こどもの居場所ネットワーク」

を発足し、その連絡会で運営や支援方法を共有し、支援内容の質的向上を図る。 

・「学齢期のこどもの居場所開設・運営のポイント」を作成し、開設を検討している事業者等

の相談支援を行い、量的拡充を図る。 

○区役所をプラットフォームとした相談支援の充実 

・保護者を対象としたセミナーを開催し、同じ悩みや不安を持つ保護者が集まれる「（仮称）

ともに考える会」を設置する。保護者へのピアサポートを行うことで、保護者の自己肯定感を

高め、こどもの関わり方を学ぶことで親子関係の構築に寄与する。 

・学校にいきづらさを感じるこどもの相談において、専門窓口や学校以外の居場所を紹介する

など、こどもとその家庭の状況に応じた適切な支援を行う。 

・学齢期のこどもが安心してすごせる居場所などの役立つ情報を区内教育機関とも共有し、

きめ細かな情報提供を行う。 

・個別ケースに応じて、西区重層的相談支援体制（ニシクル）との連携を図る。 
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前期 

（～9 月） 

□ こどもの居場所研究会開催（５月、７月） 

□ こどもの居場所の開設相談（通年） 

□ 西区こどもの居場所ネットワーク設立準備（６月） 

□ 西区こどもの居場所ネットワーク連絡会（８月） 

□ 「学齢期のこどもの居場所開設・運営のポイント」作成に着手 （8 月～）  

□ 保護者を対象としたセミナーの開催（９月） 

「（仮称）ともに考える会」の開催（９月） 

西区役所 西保健福祉総合センター 



（様式4） 

後期 

（～3 月） 

□ こどもの居場所研究会開催（10 月、2 月） 

□ 「学齢期のこどもの居場所開設・運営のポイント」作成 （～11 月）  

□ 「（仮称）ともに考える会」の開催（11 月、1 月） 

□ 西区こどもの居場所ネットワーク連絡会（３月） 

次年度 

以降 

・区域内教育機関等とこどもの居場所事業者との連携強化 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～9 月） 

□こどもの居場所研究会開催（５月、７月） 

 「西区こどもの居場所ネットワーク連絡会」「ともに考える保護者の会」を企画 

□こどもの居場所の開設相談（通年） 

□西区こどもの居場所ネットワーク設立に向けて参加団体を訪問（～６月） 

□西区こどもの居場所ネットワーク連絡会開催（8 月） 

 西区内にある学校にいきづらいこどもの居場所を運営している４団体と取組状況の共有や意

見交換を実施 

□学齢期のこどもの居場所開設・運営のポイント」作成に着手 （8 月～） 

□学校にいきづらいこどものいる保護者に向けた「ともに考える保護者の会」を開催（9 月） 

後期 

（～3 月） 
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